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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 駆 動 源 と 、
　 被 記 録 部 材 を 供 給 す る 被 記 録 部 材 供 給 手 段 と 、
　 前 記 被 記 録 部 材 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 被 記 録 部 材 に 画 像 を 記 録 す る 記 録 手 段
と 、
　 被 読 取 部 材 を 供 給 す る 被 読 取 部 材 供 給 手 段 と 、
　 前 記 被 読 取 部 材 供 給 手 段 に よ っ て 供 給 さ れ た 前 記 被 読 取 部 材 の 画 像 を 読 み 取 る 読 取 手 段
と 、
　 前 記 駆 動 源 の 駆 動 力 を 前 記 被 読 取 部 材 供 給 手 段 に 伝 達 す る 被 読 取 部 材 供 給 力 伝 達 手 段 と
、
　 前 記 記 録 手 段 が 前 記 被 記 録 部 材 に 画 像 を 記 録 す る 記 録 領 域 の 外 側 に 位 置 す る こ と に よ っ
て 、 前 記 駆 動 源 の 駆 動 力 で 前 記 被 読 取 部 材 を 読 み 取 る 読 取 位 置 へ 前 記 読 取 手 段 を 移 動 さ せ
る 移 動 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 画 像 読 取 記 録 装 置 。
　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

　 　 　

 

【 請 求 項 ２ 】 前 記 読 取 位 置 に 前 記 被 読 取 部 材 を 供 給 す る 前 記 被 読 取 部 材 供 給 手 段 の
動 作 と 、 前 記 読 取 位 置 に 前 記 読 取 手 段 の 移 動 さ せ る 前 記 移 動 手 段 の 動 作 と が 同 時 に 行 わ れ
て い る 時 間 帯 が あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 読 取 記 録 装 置 。

【 請 求 項 ３ 】 前 記 被 記 録 部 材 供 給 手 段 に よ っ て 搬 送 さ れ る 前 記 被 記 録 材 の 搬 送 路 と
、 前 記 被 読 取 部 材 供 給 手 段 に よ っ て 搬 送 さ れ る 前 記 被 読 取 部 材 の 搬 送 路 と の 少 な く と も 一
部 が 共 通 の 搬 送 路 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 画 像 読 取 記 録 装 置 。

【 請 求 項 ４ 】 前 記 記 録 手 段 は 、 往 復 移 動 す る シ リ ア ル 記 録 手 段 で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 読 取 記 録 装 置 。

【 請 求 項 ５ 】 前 記 記 録 手 段 は 、 イ ン ク ジ ェ ッ ト 記 録 方 式 の 記 録 手 段 で あ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ４ に 記 載 の 画 像 読 取 記 録 装 置 。

【 請 求 項 ６ 】 前 記 駆 動 源 は 、 パ ル ス モ ー タ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 画 像 読 取 記 録 装 置 。
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